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１９９

     午前９時５９分  開議

○議長（星 喜美男君） おはようございます。

  本日で４日目でございます。どうぞよろしくお願いします。

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において11番菅原辰雄君、12番西

條栄福君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第２ 諸般の報告

○議長（星 喜美男君） 日程第２、諸般の報告を行います。

  本定例会に、お手元に既に配付しておりますとおり、町が出資する法人の経営状況を説明す

る書類が提出されております。

  経営状況を説明する書類について伺いたいことがあれば、休憩間に伺ってください。

  ここで暫時休憩をいたします。

     午前１０時０８分  休憩

                                           

     午前１０時２０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  これで、諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第３ 議案第８８号 平成２７年度南三陸町一般会計補正予算（第２号）

○議長（星 喜美男君） 日程第３、議案第88号平成27年度南三陸町一般会計補正予算を議題と

いたします。

  提出者の説明、担当課長の細部説明が終わっておりますので、昨日に引き続き、質疑に入り

ます。
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  質疑は、歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入りますが、昨日９番議員の質疑に対する答弁の保留がありましたので、

発言を許します。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） おはようございます。

  それでは、昨日の９番議員のご質問に対してご報告させていただきます。

  文化財の仮の収蔵庫の建設場所につきまして、入谷地区をご説明したところでありますが、

やはり歌津魚竜という文化財の地域性、そういったものから歌津地区に場所を決めるべきで

はないのかというご提案をいただきました。

  議会終了後に、町長、副町長を交えまして、再協議をさせていただきました。やはりそうい

ったことで、地域の心情、感情といったものを大切にすべきだろうと、仮の収蔵庫であって

もそれはそのようにしようということでございます。

  きのうから、まず年度内にこの県の補助を使うためには、年度内完成というスピード感が求

められておりますので、町有地を中心に、即時に事業着手に移れる場所の絞り込みをかけて

ございます。浜区のほうにはなかなか町有地というのが少ないのだそうで、今、吉野沢かい

わいを中心に、適地がないのかどうかを含めて検討させていただいておりますので、山は山

といたしましても、何せ海岸部にそういうすぐに着手ができる場所がなかなか見当たらない

ということもございますので、そこはご理解いただきたいと思います。

  今回、5,000万ほどの工事予算可決をしていただいた暁に、今はスムーズに工事に着工いた

しまして、魚竜化石を含めました歌津地区の文化財の伝承施設の整備に努めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） きのう私は1.5回発言しました。１回なんですけれどもね。そのような

わけで発言をお許しいただきたいと思います。

  ただいま企画課長より、歌津魚竜ということで、歌津地区の見直しというような説明があり

ました。そして、その説明の中に吉野沢というのが出てきた。あの魚竜化石が発見されたと

きも、それから魚竜館を建てるときも、今の課長たちはわからないんだ。わかるのはここに

いる三浦清人君と私だけだと思うんだけれども、やはりその近くに建てるべきだと。そして、

館浜の前に山があります。あの山に建てるべきだと。２カ所はでてんだけれども、化石が現
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在の魚竜館のほうでも出たんですけれども、メインは館山ですからね。

  そういうことで調べたんですけれども、あそこは稲渕城というお城があったために、そうい

う遺跡、それらの関係で適当ではないというようなことで、やむなく魚竜館ということであ

そこに建てたと。あそこに建てるのであれば、魚竜館だけではだめだと。やはり産直の場所

もつくるべきだし、それから歌津の基幹産業は漁業であると、漁業の研究施設として、でき

れば気仙沼市の水産試験場の支所的役割を果たす、これからの後継者育成のためにも、そう

いう会議室をとるべきだということで、この３つの機能を果たすような施設をあそこに建て

たんです。

  かなり時間がたっていますけれども、そのような観点からいけば、場所については吉野沢と

いうような考え方のようですけれども、平成の森にきのうちょっと用事があって行ったもの

ですが、あの辺に住んでいる方々に聞いてみたら、駐車場もかなりあいてきていると。眺め

てみたら、デイセンターと今の支所の間にかなりの空間があって、そこには整地して消防支

署が出るような、私はその説明が病院に行ったりしてよくわかりませんが、お暇をいただい

てわかりませんが、ちょっと場所の変更があったようだなと思っています。

  それはそれとして、きのう行ったら、駐車場のど真ん中に穴を開けてボーリングを始めてい

るようですね。そういう内容で、できれば近く、指を指して、例えば語り部さんがいたり、

あるいは観光の歌津では、想像以上に観光客があそこに来たんですよ。泊の民宿に行く方は

全部あれに寄った。それは、観洋に来る方もあれがコースになっていると。

  そのようなことから、説明するにも、吉野沢よりも、やはり平成の森には場所がいっぱいあ

りますから。それで、今の図書館とデイセンターの間。ただ、今度整地などが邪魔になって

はうまくないからね。坪数は30坪ぐらいですかね、建物は。600平米か。300平米だから、約

30坪ぐらいね。そういうことになってくると、何もそんな場所をとるわけでもないですね。

図書館とデイセンターの間で、工事に支障のない場所が十分あります。その辺がいいのかな

と思って見てきたんですが、やっぱり45号線に近く、発掘というか発見というか、その場所

に近い、そういう場所を選んで、仮設といっても、仮にだ何だといっても、いつまでと期間

は言いますか。その期間にも左右すると思いますがね。やはり私は、平成の森、どんどんあ

いてきますから、どんどん仮設がなくなるんですから。図書館はそのまま置くのかわかりま

せんが、間に２つの倉庫みたいなものがあるね。そこら辺、説明していただきたいんですが。

あの辺あたりが適当だなと。そうすると、指を指して、あそこがその魚竜がこうだとか、こ

このポータルセンターのところも、いろんなカンボジアとの関係、一番適していると思う。



２０２

  そういうことで、提案ですけれども、そういうふうにできれば、平成の森をできれば、みん

なで行ってちょっと見てもらうのが一番いいなと本当は思うんです、場所を。それから、い

つまでも出んですか、復旧費が国から。今度本設する場合に。復興・復旧、復旧費はなんぼ

かあっても全部100％国で出せるんですよ。あの建物も災害で全部直したんですからね。それ

らを活用して、本設にしてもいいのではないかなと。今の仮設の状況のあの上に本設すると

いうのですか。あそこにするのなら、あの前に盛ったらいい土地になるし。農協の前のね。

できれば前の魚竜館のそばでいいと思いますが、その辺、吉野沢こそ場所がないんですよ。

山はうまくないと言っているのに、また山に、町内だからどこでもいいというものではない

のではないかなと、場所についてはよく検討してみて、皆さんにも本当は見ていただいて、

何も時間はかからないから、今度建てる場所も説明してもらったり、私はそう思いますが、

いかがですか、その辺。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 魚竜館のこれまでの経緯、経過、歌津魚竜、それからマストドンザ

ウルスとか、私も幾つか存じておりますが、それはそれとして、公共施設の配置計画の中で、

平成の森かいわいに魚竜館を本設いたしますという計画をまず立てておりますので、それを

ベースに、今手始めに支所や消防署という、順次段階的に工事を進める手はずになってきて

まいりました。

  今回の仮の収蔵庫は、きのうも申し上げましたとおり、東北大学を初めとしてレプリカをお

預かりしていただいている相手方から、そろそろ大切なものなので町で引き取ってくれない

かというようなことに応じての保管場所ということをまず前提にしております。毎日のよう

に観光客にくちばしを見てもらうという環境整備ではなくて、来るべき魚竜館の本設の前に

しっかりと保存しておくという位置づけで今回ご提案をさせていただいているものですので、

未来永劫まで吉野沢等々の山間部のほうに置くということではございませんので、まずそこ

はご理解いただきたいと思います。

  それから、魚竜館を建てる本設の経費につきましては、現在、効果促進事業を予定してござ

います。これは、議員いろいろご存じのとおり、国の交付金でございますので、すぐやらな

いからといって逃げていくものではございませんので、まず平成の森かいわいの公共施設の

整備、それから一連の文化財としての整備、そういったビジョンをしっかりつくった上でや

っていくということになりますので、まず当座、東北大学あるいは科学館で預かっているも

のを置くところを急いでつくって、次の魚竜館本設に結びつけていきたいというところでご
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ざいますので、議員のお話はお話として承っておきますが、当局としての考え方についても

ご理解いただきたいというところでございます。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） その考え方は全く賛成ですけれども、私は仮設でも場所の問題で、そう

いう今後の配置の計画等もありましょうが、それらの計画の内容を見ながら、やはり平成の

森周辺がいいのではないかと思いますよ。これは世界に一つしかないんですからね。２億

3,000年前の本当に貴重なものですので、どうですか、時間もありますので、できればあの辺

を見ていただいたりすると。そして、今後の配置計画を、消防署はどこにいったらいいのか、

総合支所をどこにするんだということで、現地視察をしたんですか。本当は、現地視察をす

る必要があるんですよ、ここに支所を建てる、消防署を建てるとか、そんなことです。私は

したほうがいいと思います。病院に行ったものだから。きょうはそれらを兼ねて、できれば

時間がいっぱいありますので、草刈りもいいとしても、その辺あたりはやっぱり現場を見る

必要があるのではなかろうかなと思います。そこら辺、どうですか。当局としてどういう考

えがありますか。

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。

     午前１０時２５分  休憩

                                           

     午前１０時３１分  開議

○議長（星 喜美男君） それでは、再開いたします。

  ４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  庁舎に関してなんですけれども、庁舎の面積が少し減ったというお話でした。その職員数が

125人、それで140人まで使えるというお話だったでしょうか。この職員数を決める基準とか

何とかあるのかどうか。

  それから、もしそれが例えば人口が要素になっているのであれば、今は減っていると、なか

なかふえるのは難しいという状況ではありますけれども、国の今地方創生ということで、地

方の人口をふやさなければいけないと。何十年か後にはうまくいけばふえるんだというお話

のようですけれども、人口が将来ふえた場合に、この職員数あるいはこの面積で対応できる

のかどうかお伺いします。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。
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○企画課長（阿部俊光君） まず、庁舎の面積を決めるのに、一番重要なポイントが職員の数に

なるのだそうです。そこで、私どものほうに何人入るんだとオーダーが入ったんですが、正

直こういう復興関連、派遣職員もいただきながらの業務の中で、２年後あるいは10年後の職

員の数と、なかなかこれはつかみづらいということもあるんですけれども、一方では庁舎の

建築面積も固めなければいけないということで、相当力わざというわけではないですけれど

も、125人ないし130人ぐらいという落とし方にさせていただきました。目安となるのは、１

万5,000人から２万人の人口規模の職員の数を一定程度参考にいたしました。

  ところが、同じ１万5,000人の役場でも100人もいない役場もあれば、180人ぐらいいる役場

あって、やっぱりばらばらなんですね。町単独で消防局を持ってたり交通局を持ってたり、

そういう事情があったり、それから海を抱えている町ですと、どうしても職員数が多くなり

がちというようなこともありましたので、おおむね大体人口100人ないし110人あたりに職員

１名というような傾向が見られましたので、そういったものを参考にしながら、125人ぐらい

から130人ぐらい入れる役場庁舎というように見積もった次第であります。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） そうしますと、この人口ならこのぐらいの人数とかという決まったも

のはなくて、状況に応じて今後考えていくということでよろしいでしょうか。（「はい」の声

あり）

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） まず20ページの道路の新設改良費ということで、新設測量設計業務委託

料ということで、1,500メートル１億4,900万という数字なんですが、町で道路を新しく新設

する、その測量業務が１億4,900万と。なかなかこういった事業、私どもは余り経験のないこ

とでありまして、実はこの金額に驚いているんですが、我々はわからないんですね。例えば

防波堤をつくるからこれぐらいかかる、あるいは船引き場をつくるからこれぐらいかかる、

大体従来の事業内容で推測あるいは予想がつくわけなんですが、余りやっていない事業、要

するに道路の新設にかかわる測量業務で１億4,900万というのは適正なのかどうなのか、よく

わからないんです、余りないですからね。

  そこで、多分この数字を打ち出すまでには、調査費を以前計上していろいろやったわけです

から、その辺のところから出てきているのだろうけれども、内訳といいますか、内容が我々

にはちょっと見えない。その辺の説明方をお願いしたいと思います。

  次に、24ページ、先ほど来から歌津魚竜の仮置き、仮置きというと瓦れきみたいな感じだか
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ら、保存ですか、議論されておりますけれども、最初に説明受けたときには、ひころの里だ

という話を聞いたときに、これはひころの里に5,000万の仮設の建物を建てる目的なのかなと

いう感じを受けたんです。ひころの里に5,000万の建物を建てることが目的で、手段、手法と

して、とりあえず魚竜化石を置くというような手段でやるのかなという思いがしたんですが、

話を聞いていますと、場所があれば歌津でもいいんだということなので、うがった考え方と

いうか、疑った考え方は今捨てようかなと思っているんですがね。

  歌津魚竜でありますから、今、歌津地区の場所を今後検討するということでもありますし、

町長、どうしても場所の関係で、事業年度もたしかこれは単年度の補助事業ということで、

年度内にやらなければならないと。

  説明をいろいろ聞いていますと、化石を今３カ所にお願いしているんですか、リアスアーク、

東北大、それからもう１つ、仙台の美術博物館か科学博物館かわかりませんが、そちらから

持っていってほしいという話なのか、こちらがいつまでもお願いするのも申しわけないから

持ってきたいというのか、その辺のところもありますし、ただその世界的有名な魚竜を今お

願いしている、保管している場所についても、お願いしているおかげで設備をしたところも

あるのではないですか。歌津魚竜を保管していますよということで、国からの補助で施設の

拡大なり整備なりしている箇所もあるわけですので、設備が終わったから持っていけという

話ではないかと思うんです。だから、いろいろ事情があるものですから、震災によって延び

延びになっているわけですから、リアスアークなんていうのは、南三陸と気仙沼で運営して

いる箇所ですから、話せばわかることですし、東北大だって国の施設なんですから、話せば

わかると思うので。

  いずれにしましても、とにかく入谷地区ではなく歌津地区に仮収蔵庫ということであります

から、安心しました。ぜひいい場所を見つけて、早くつくっていただきたいと思っています。

  次は26ページなんですが、福祉モールということで、公募型事業者選定委員会の委員の謝金

ということで載っております。問題は、公募型ですから、どういった形の方法をとられるの

か。それと、この選考委員の方々はどういったメンバー、役職といいますか、学識経験者あ

るいはいろいろあると思うんですけれども、そういった内容をお知らせください。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 道路新設改良費の委託料に係る分でございますけれども、今回計画

しております路線は５路線でございまして、1,500メーターと言いましたのが横断１号線の部

分だけでございまして、全体では約６キロほど予定しているという状況でございます。
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  これにつきましては、ご存じだと思いますけれども、これからいろいろと作業は、地形測量、

それから路線測量、そして詳細設計をいたしまして、その結果に基づいて用地測量に入ると

いう手順になります。それから、それぞれ所有者の方の個別に用地交渉をするという段取り

になるわけでございますけれども、今回１億5,000万ほどの予算を計上させていただきました。

これが高いのか安いのかというご質問もありましたけれども、合併前に石泉線の改良工事を

約900メーターほどやらせていただきました。当時、測量それから設計費で2,000万をたしか

超えている数字を計上させていただいておりますので、それと比較しても、昨今の人件費の

高騰を考えても、それほど高い値段ではないかなと担当としては考えております。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 文化財の関係でございますけれども、きのう協議をする中で、仮収

蔵庫を建てるということもいいのだけれども、もう少し保管の時期を延長してもらえないの

かなというような議論も実はありまして、担当課長に確認したんですけれども、やはり東北

大にしろ仙台市科学館にしろ、当町の文化財だけではなくて、ほかの町あるいは県の文化財、

そういったものもあわせて預かっているというような状況で、そろそろそれらの博物館も本

業の展示活動に移りたいというようなこともございますし、また再三申し上げておりますよ

うに、非常に貴重なレプリカだということで、いつまでも保管しているという責任の部分も

あるだろうということで、今回町にお返ししていただかざるを得ないということで、そうい

う結論を出したということでございます。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（三浦 浩君） それでは、福祉モールの公募、それから選定委員ということで

ご質問がありましたので、私から説明させていただきます。

  この福祉モールにつきましては、現在復興交付金事業の12次申請にエントリーしている事業

でありまして、今回予算化いたしました公募の委員謝金につきましては、学識経験者２名程

度ということで考えてございます。それから、行政側からの委員を残り３名で、全員で５名

程度を想定してございます。

  公募の要件といたしましては、昨日もちょっと質問あったと思うんですが、この福祉モール

の考え方といたしまして、デイサービスを特にやっていただくということは１つ決定で、も

う１つは町として高齢者の生活支援といったサービスも一緒にやっていただきたいというこ

とがございまして、この辺の事業をやっていただく提案をしていただいて、その中から町の

理想に近いものを選定するといったことを想定してございます。
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○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。

  再開は11時20分といたします。

     午前１１時０６分  休憩

                                           

     午前１１時２０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  三浦清人君の質疑を続行いたします。

○14番（三浦清人君） 20ページ、５つの路線で６キロだと、最初の説明だと1,500メートルと

いうことで、それなら１本１路線なのかなという感覚がしたものですから、それでは随分高

いんだなという感じがしたんです。６キロでこれぐらい、５つの路線ということになれば、

本来余りやったことのない事業といいますか、工事内容なので、積算見積もりの公開は難し

いかな、入札前だからね。建設課長を信じるほかないでしょう。

  では、24ページですが、ひとつ歌津地区ということでありますから、いろいろなこれまでの

経緯がありましたけれども、早くやって、皆さんが落ち着くようにやっていただきたいと思

います。

  それから、公募型プロポーザル方式で、学識経験者の方が２名ということなんですが、町内

の方を見ているんですか、学識は。まだその辺はわからない、これは企画のほうでやるのか。

どちらのほうでやるのか。おたくでやるの。

  それで、プロポーザル方式だということでありますが、お話ししておきますが、このプロポ

ーザル方式、先ほど来、問題といいますか、話に出ております神割崎キャンプ場も公募型プ

ロポーザルという方式でやりました。改めて私は言いますが、プロポーザル方式のやり方と

はほど遠い、ほど遠いといいますか、名称はプロポーザル方式、しかし実際にやられたこと

は、正しいやり方ではないと、不正だと、私ははっきり申し上げます。不正なやり方だと思

っていますので、ぜひ間違いのないようなプロポーザル方式でやってもらいたいと。

  きょうは建設課長がいるので、やり方については建設課長から指導を受けて、審査する際に

当たってはきちんと名前を伏せる。それから審査前に関係業者、公募している業者とは接触

しない。接触したかしないかを確認して審査に入る、それもしていない。それから、審査員

が申請した団体と関係のある方、これはもってのほかですよ。今言った３点が全く正しくな

いやり方をしたものですから、私は不正だと言っております。そういうことのないようにや

ってもらいたい。その辺の考え方。
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○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 委託料でございますけれども、基本的には国土交通省でこういう場

合の基準が出ておりますので、それに従って、適正な価格で入札を執行するという手続にな

っています。そういうことでご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（三浦 浩君） プロポーザルにつきましては、これまでも何回かこういった方

式を採用してきましたが、今後においても疑義等を持たれないようにやってまいりたいと思

います。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第88号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第４ 議案第８９号 平成２７年度南三陸町水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（星 喜美男君） 日程第４、平成27年度南三陸町水道事業会計補正予算を議題といたし

ます。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第89号平成27年度南三陸町水道事業会計補

正予算の概要についてご説明申し上げます。

  今補正につきましては、収益的収支においては営業外収益のうち長期前受金戻入、営業費用

のうち総係費、減価償却費を、資本的収支においては一般会計補助金及び建設改良費をそれ

ぞれ補正するものであります。

  細部につきましては上下水道事業所長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、
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ご決定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（及川 明君） それでは、議案第89号の細部説明をさせていただきます。

  補正予算書の36ページ、37ページの説明書類でご説明申し上げます。

  まず最初に、収益的収入及び支出についてご説明いたします。

  収入におきましては、１款２項営業外収益４目の長期前受金戻入といたしまして、1,178万

円を追加するものでございます。これにつきましては、昨年度完了した工事につきまして資

産として取り扱うことになりまして、その資産の減価償却のうち、国庫補助金相当分を収益

化するという新たな会計基準に基づく措置でございます。

  次に、支出でございますが、１款１項営業費用２目総係費でございますが、４月の人事異動

により、町の任期付き職員が１名増加したことによります追加となるものでございます。

  ４目減価償却費でございますが、これにつきましては、昨年度完了した工事につきまして資

産として取り扱うに当たり、その減価償却費相当額でございます。

  次に、37ページになります。

  資本的収入及び支出でございます。

  収入におきましては、１款２項補助金１目補助金といたしまして、伊里前水源ろ過設備工事

に係る一般会計からの補助金でございます。

  支出におきましては、２項建設改良費１目水道施設建設費、工事請負費といたしまして、伊

里前水源のろ過設備工事にかかわる費用を計上してございます。伊里前水源の井戸につきま

しては、震災後大雨による井戸の濁りが生じる事案等、降雨時に濁度等がやや不安定な状況

になってございます。また、今後におきましても、井戸周辺の環境変化等が懸念されること

から、これらに対処するため急速ろ過設備を設置いたしまして、安定した水の供給を図るも

のでございます。

  歌津地区は、将来的には新設、現在着手してございますが、田表の中在水源を主といたしま

して、戸倉水源から補完して供給するという基幹施設の整備を進めているということで、近

い将来には現在の水源は廃止するということになりますので、費用対効果も踏まえ、ろ過設

備につきましてはリース設備としての対応を考えております。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 上下水道事業所長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入

ります。
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  質疑は、収入支出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは質疑に入ります。３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番及川です。二、三点お伺いします。

  ページ数が36ページ、長期前受金戻入とあります。ただいまの説明で、工事関係の減価償却

と話されましたけれども、もう少し詳細にお願いいたします。減価償却といっても、水道管なの

かほかのものなのか、それから今志津川の新井田地区を通ってみていますと、かさ上げしたとこ

ろに、水道管だと思うんですけれども、管が露出して配置になっていますが、今まで震災前にあ

った水道管、各町までの布設した管を取り払っているのか、そのまま毎戸全町内残していくのか、

その辺と、それから26年度でたしか、ただいま中在の田表の件も話されましたけれども、戸倉と

小森というような水源の井戸を掘るということの説明でしたが、その辺の状況は現在どのように

なっているかお伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（及川 明君） まず、長期前受金の戻入の関係でございますが、25年度ま

では、これまでみなし償却制度というものを本町の場合適用してございました。それは、国

庫補助金等の部分について減価償却をしないという状況でこれまで会計処理をしてきており

ます。

  それが国の制度転換によりまして、財政制度の見直しがあったということで、フル償却しな

さいということで制度が変更になっております。その関係で、戻入の部分は、国庫補助金に

かかわる減価償却費相当額というみなし方ができます。

  先ほどの資産の内訳ということでございますが、今年度、昨年度まで終了した工事として試

算している総額については５億3,700万という金額でございます。この相当額につきましては、

支出におきまして減価償却費として1,300万計上してございますが、内訳につきましては、施

設関係、管路関係、機械関係、さまざまございますので、内訳をここで申し上げるのはちょ

っと難しいのかなと思います。

  ２点目の清水地区などの仮設管でございますが、県道の工事に際して支障となっている水道

管を仮設として露出させる形で布設してございます。従来の管路につきましては、どの地区

でもそうですが、生かせるものは生かして行うと。不用となったものは、建設改良等、新し

い管工事とあわせて撤去しているという状況でございます。

  それと、戸倉地区の水源、あと小森の水源につきましては、中在の水源よりもやや先行する
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形で水源工事を実施してございます。ことしの秋ごろには水源としての工事は終わる予定で

すが、その後機械設備などが入ってきますので、水源あるいは配水池、そういった基幹施設

が終わったとしても、管路の布設が歌津まで基幹部分を持っていく計画でございますので、

途中途中が、いろんなまちづくり事業の関係、あるいは国・県道の整備が終わらないと実際

の部分はつながらないと。ただし、仮設ではつないでいくといった形で歌津まで配水を予定

しているところでございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ただいまの説明で、戻入がこれからもということは、制度が変わったと

いうことでこれからも毎年あることだと思うんですけれども、減価償却はその年度の相対的

な減価償却だと解釈してよろしいでしょうか。

  それと、今の露出している管というのは清水と課長がおっしゃいましたけれども、新井田の

ところのあれは水道でないんでしょうか。私は新井田のことを今話していたんですけれども、

清水という説明でしたので、その辺の確認と、それから伊里前、中在の水源ですね、ただい

ま１回目の質問では、それが、戸倉からの管がつながればあれは廃止するという私の認識で

したけれども、それで間違いないのかどうか、再度お願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（及川 明君） 最初の長期前受金の部分でございますが、あくまでも資産

として含まれている財政構造の中には、国の補助金でやったもの、町の単独費でやったもの、

そういったものが含まれて資産として形成されてございます。その中で減価償却費というも

のが資産として受け入れた場合に発生いたしますが、その部分の国・県等の補助金部分が長

期前受金ということで、国・県の補助事業をやっている限り、この会計処理というのは出て

くることになります。

  それと、２点目につきましては、済みません、頭の中で清水という先入観で答えましたが、

どこの地区におきましても、露出している部分はあくまでも仮設管でありまして、これから

道路の整備であったりまちづくり事業であったり、そういった事業等を連携する形で本設管

を埋設していくということになろうかと思います。

  それと、水源の関係なんですが、戸倉水源を主体的に、将来的には志津川あるいは歌津地区

まで配水していくという考えでございまして、中在水源は将来的にも使います。現在の伊里

前水源が将来的には廃止してなくなるものという説明でございますので、ご理解いただきた

いと思います。
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○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 中在水源はただいまの答弁ですと将来的にも残して、伊里前というのは

寺前にあった古い震災前のことを言っているんでしょうか。それは廃止して、中在の新しく

掘っている分をそのまま残すという解釈でよろしいんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（及川 明君） そのとおりでございまして、伊里前水源というのは震災前

も震災後も変わらず今のところでございます。お寺前の昭和48年から供給している施設とい

うことでございます。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第89号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第５ 請願６の１ 志津川地区西部地域の生活拠点ゾーン形成について調査及び

計画推進に関する請願書

○議長（星 喜美男君） 日程第５、請願６の１志津川地区西部地域の生活拠点ゾーン形成につ

いて調査及び計画推進に関する請願書を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） お諮りいたします。

  請願６の１については、会議規則第92条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、請願６の１については委員会の付託

を省略することに決定いたしました。
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  これより討論に入ります。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 紹介議員からの説明はないんですか。（「あれば」の声あり）最初にやる

のではないですか。この間やったようにやったらいい。何で今度はやらないの。だめだよ、

そんなこと。前例だから、前例。質疑もないのに討論というから。

○議長（星 喜美男君） それでは、紹介議員に対し質疑がございましたら……。

○14番（三浦清人君） 最初に紹介議員からの説明がなくてはわからないのではないかというこ

とを言っているの。前の請願書はどうなったの。

○議長（星 喜美男君） それでは、紹介議員による説明をお願いいたします。１番後藤伸太郎

君。

○１番（後藤伸太郎君） 紹介議員としての、請願６の１についてのご説明をさせていただきた

いと思います。

  前回もそうでしたけれども、請願の要旨並びに請願の提出理由につきましては、請願書をお

読みいただくというのが一番かなと思います。非常に内容が、請願された方々が苦労してお

つくりになって、細かくいろいろとご説明させていただいているという内容になっておりま

す。

  最も大切かなと思うところを私なりにご説明させていただきたいんですけれども、請願書の

ページ数でいいますとページ５と振られているところの請願要旨の下から２行目、「地域主

導でまちづくりを進めたいので」というところが最も重要な部分なのかなと認識しています。

どういうことかといいますと、予定されている地区、志津川地区西部と申し上げて、志津川

中学校がある坂の下のあたり、御前下、廻館のあたりというふうに認識していただければい

いのかなと思うんですが、そちらが現在は、地元の地権者の方、もしくはそこを、上の土地

を利用しようとしている方々から、自分たちで区画整理をやりたいというようなお話が出て

おります。実際に発起人の方が集まって会議をしたり、意思の確認などをしておりますが、

ただ区画整理事業というのは、なかなか民間の方々だけでは進みませんし、そこに多く町有

地がございます。ですので、町に具体的な調査及び計画の策定についてご協力いただきたい

というような要望が上がっております。これが請願の要旨の一番大きなところです。

  理由といたしましては、いろいろ大きく分けて５点挙げられておりますけれども、一番大き

いのは、三陸道の、仮称ですけれども志津川インターが小森地区に整備されて、そこから国

道398号線を通って、志津川は市街地の中心部に多くの方が通行されるということが予想され

るのと、志津川環状線というそうですけれども、志津川中央地区並びに志津川西地区の高台
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を結ぶ連絡道路がこの後整備されていきまして、その交差点がちょうど該当地区にできる予

定です。ですので、そこを有効に使うことは町のにぎわいを創出することにもなりますし、

地元の方と外から入って来られる方の交流を促進していくということにもなります。

  ですので、そこを有効に使いたいという地元の声を聞いていただいて、町にも協力していた

だきたいと。そのために議会からも強く推進を働きかけていただきたいという内容になって

おります。

  以上、よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君、説明があれば。４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 前者と同じなんですけれども、今あそこの地区は、道路の整備が進め

られようとしております。このまま道路の整備が進んでいきますと、これまで買い上げにな

らなかった土地とかがくぼ地となって残ってしまいまして、後でこれを利用するのには非常

に困難が生じますので、できるだけ早い時期に、先ほど言いましたように町の土地もありま

すので、地域住民の意向とかその辺に調査を行って、基盤整備を行ってほしいということで

す。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 紹介議員に対する質疑がございましたら伺ってください。14番三浦清

人君。

○14番（三浦清人君） ただいま紹介議員から請願の趣旨内容を説明いただきました。

  大変すばらしい請願書といいますか、立派な請願書、私どもこれまで請願書をいろいろと見

てきておるんですが、言葉は悪いんですが、これは素人ではつくれない内容のものかなと。

かなりのプロの方が、中身の詳しい方が作成したのかなという感じをいたしております。ど

なたが作成したか、紹介議員の方々はわかりますかね。そこまで聞いていないですか。でき

れば電話で聞いてもらえればいいなと思って、休憩中にでも。議員の方々は携わっていない

と思うんですね。大変失礼ですけれども、余り立派過ぎるのでプロかなと。

  そこで、請願の趣旨は今の説明あるいは文章で了解しました。皆さんが請願するこの事業が

行われることによって、今、道路を含めながら周りの復興計画にどのぐらいの支障を来すの

かという懸念が持たれるわけですよ。復興事業がおくれはないのかどうか、今計画なされて

いるところ。その辺はどうお考えですか。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） では、私から引き続き、答弁というのはなかなか慣れないものですけ

れども、できる限りお答えさせていただきたいと思います。
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  請願書の内容を作成された方はどなたなのかということですけれども、私としては、具体的

に誰がつくったのかということは、申しわけありませんが存じ上げません。

  請願をつくられた皆さんがお答えになるかどうかわかりませんけれども、まちづくり協議会

というのが志津川地区で３年前からずっとあります。その当時から、西部地区、八幡川の西

側の土地、用地をどのように活用していくのかということに対してずっと意見を、声を上げ

られていた方々がいらっしゃいます。独自に勉強会を開かれたり、またそういった土地の利

用、区画整理、いろいろな制度にお詳しい方とお話をしたりということを実際に重ねられて

きたというようなことを伺っておりますので、その中からこのような請願が提出されたのか

なと理解しております。

  復興事業へのおくれ、支障にならないのか、どれぐらい支障になるのかというようなお話が

ありましたが、紹介議員の立場といたしましては、復興事業に差し障りがあるものとは考え

ていません。むしろ、国道であるとか高台連絡道路の周りの土地をいち早く利用しやすい形

に持っていくための基盤整備をしていただきたいというような考えですので、地域の住民の

皆さんの要望でもありますし、またその一部の地区の住民の皆さんの要望によって、ほかの

復興工事、復興事業におくれが出るというようなことは考えておりません。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） わかりました。復興事業については、支障はないということであります。

  国道絡みはどうなりますか。国道を今やりますよね。都市計画の中でもありますが、それに

は支障ないのかなという感じがするんですが、その辺、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 地元でこうしたいから国道を、例えばこっち側を通してほしいとか、

工事をちょっとストップしてほしいというような要望ではありませんので、国道工事にも差

しさわりはないのかなというふうに、むしろ国道の通った後の沿道をどのように利用してい

くのかと。先ほど４番議員もおっしゃっておられましたが、くぼ地として残ってしまうよう

な土地を残しておくよりも、そこも含めて有効に利用していこうという請願なのかなと理解

しております。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 私も１点だけ、前回の請願のときも聞いたんですけれども、今回の請願

者のメンバーなんですけれども、先ほど紹介議員の説明によりますと、まちづくり協議会の

メンバーということだったんですが、今回そのメンバーの方がこういった請願を出されると
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いうことは、協議会と今回のメンバーとの違いというんですか、私が単純に思うには、協議

会でこのことを十分協議していただければ、それで十分というわけではないんでしょうけれ

ども、ある程度の当局への効力というか、発揮になると思うんですが、今回このような形で

請願という形に出たというその身分というか、役割としての使い分けみたいなところをお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 先ほど説明の中で、まちづくり協議会でも声を上げられていた方がお

られてそれが勉強会とかにつながってというお話をさせていただいたので今のご質問なのか

なと思うんですが、まちづくり協議会、傍聴に来られたこともあるのでご存じだと思うんで

すけれども、以前、高台部会、産業部会、公園部会と分かれておりまして、それから現在で

すと、昨年度等は輝くみらいづくり部会ということで１つになったりと、いろいろ変遷して

おりますが、一番最初の時期に、志津川西地区にもともとＪＲの駅とか町の役場とかもあり

ました。要は、町の志津川地区としてのさまざまな重要な施設があったんですけれども、そ

れを高台に移しましょうということですので、八幡川の西側に何もなくなってしまうという

危機感を持たれた方がこのような、この請願とはまた違うんですけれども、そういうにぎわ

いをつくってくれという趣旨で発言されたということを先ほどご紹介させていただいたんで

す。

  その流れを受けて、今回また、まちづくり協議会とは全く別の組織として、その地区の方々、

地権者の方々や、そこの利用を望んでおられる方々にお声がけをして、今回の請願に至った

という内容ですので、まちづくり協議会の中にいた方はもちろんいらっしゃるんですけれど

も、まちづくり協議会とは別の今回の請願と考えていただいてよろしいのかなと思います。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 今の紹介議員の説明でわかったんですけれども、前回も質問したんです

が、こういった場合に普通、例えば西部地区をよくする会とか、団体にならなかった理由等

だけお聞きしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 具体的に何か会を設立してということは今途中という段階でありまし

て、なぜかというと、請願の趣旨をお読みいただければわかると思うんですけれども、地権

者の方を、あの周辺に土地を持っている方を一人残らずピックアップするという作業自体が、

民間の方々に可能な作業ではないと個人的には思っております。ご自分のお住まいの周りの
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ことを考えていただければわかると思うんですけれども、どこのどなたで、もしくはどうい

う権利でその土地を持っていてとか、実際そこに住んでいる方とか、そこでお店やっている

方等、土地の所有者というのは同一なのか別なのかということを一軒一軒探して精査すると

いうこと自体が不可能だと思うんです。そういった方々への意向調査を含めて、町として先

頭を切ってやってもらえないかというお願いですので、ただこの請願書として名前を連ねて

おられる方々を中心に発起人会というものを組織して、この請願を採択していただいて、今

後町とこの方々が中心になって協議していきたいという意思はありますので、今そういう状

況であるということをご説明させていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、討論を終結いたします。

  これより請願６の１を採決いたします。この採決は起立によって行います。本請願を採択と

することに賛成の諸君は起立願います。

     〔賛成者起立〕

○議長（星 喜美男君） 起立多数です。よって、陳情６の１は採択とすることに決定しました。

  暫時休憩をいたします。

     午前１１時５８分  休憩

                                           

     午前１１時５９分  開議

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。会議を続行いたします。

                                           

     日程第６ 閉会中の継続調査申出について

○議長（星 喜美男君） 日程第６、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。

  総務常任委員会、産業建設常任委員会、民生教育常任委員会、議会運営委員会、議会広報に

関する特別委員会、議会行財政改革に関する特別委員会、三陸縦貫自動車道建設促進に関す

る特別委員会、東日本大震災対策特別委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に

配付しておりますとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

  お諮りいたします。

  各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、各委員会から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決しました。

  お諮りいたします。

  本定例会の会議に付された事件は、全て終了いたしました。よって、会議規則第７条の規定

により、本日をもって閉会としたいと思います。

  これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会するこ

とに決定いたしました。

  ここで、町長より挨拶がありましたら、お願いいたします。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、閉会に当たりまして、一言私から御礼を申し上げさせていた

だきたいと思います。

  ６月16日に開会をいたしまして、きょうで４日目ということになりますが、会期１日を残し

まして本日で終了できましたこと、心から感謝を申し上げさせていただきたいと思いますし、

あわせて本定例会に付議されました案件全議案ご認定を賜りましたこと、これもまた厚く御

礼を申し上げたいと思います。

  きょうの新聞報道等で議員の皆さん方はご承知だと思いますが、集中復興期間が過ぎてから

の６年目以降の町の財政負担の問題につきまして、議員の皆さん方にもいろいろご支援を賜

りましたが、おかげさまをもちましてといいますか、一部負担はあるんですが、それでも町

が新設しなければいけない防潮堤の負担１億円分の約半分、5,000万円が町の負担ということ

でございましたが、復興庁に、協議に応じていただきまして、この分が全額国費ということ

になりましたので、町の負担分が半分ということになりました。本当に議員の皆さん方にご

支援いただきましてこういう結果を得たということについては一つの大きな成果だと思いま

すので、改めて感謝を申し上げさせていただきたいと思います。

  それから、あわせて１月末に知事が防災対策庁舎の問題につきまして県有化したいという申

し出をいただきまして、それ以来これまで、町民の皆さんあるいは議会の皆さん方、それか

らご遺族の皆さん方、多くの方々にいろんなさまざまな形の中でご意見を賜ってまいりまし

た。議会でも一つの方向性をお出しいただきました。町としても今月中にこの問題について

考え方をしっかり皆さん方に説明したいと思っております。議会というよりも、説明をちゃ

んとしたいと思っております。表明は今月末に行いたいと考えておりますので、特段のご理
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解を賜りますように改めてお願いを申し上げさせていただきまして、閉会の挨拶にかえたい

と思います。

  大変ありがとうございました。

○議長（星 喜美男君） それでは、私からも一言挨拶させていただきます。

  ４日間にわたっての定例会、大変ご苦労さまでございました。ばたばたもしましたが、大変

円滑な運営にご協力いただきましたことを心より感謝申し上げます。本当にご苦労さまでご

ざいました。

  これで本日の会議を閉じます。

  これをもちまして、平成27年第６回南三陸町議会定例会を閉会いたします。

  大変ご苦労さまでございました。

     午後０時０５分  閉会


